
め
、歩
い
て
各
回
収
容
器
を
回
る
よ
う
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
環
境
交
通
課 

環
境
交
通
係

　
☎（
27
）3
3
1
6

▼
回
収
所
場
所　
市
役
所
東
側
駐
車
場
の
一
角

▼
受
中
止
期
間
　�

12
月
26
日
㈮ 

午
後
４
時
30
分

～
令
和
８
年
１
月
５
日
㈪

　
　
　
　
　
　
　
午
前
９
時

問
環
境
交
通
課 

環
境
交
通
係

　
☎（
27
）3
3
1
6

　
医
療
機
関
で
の
子
宮
頸
が
ん
施
設
検
診
の
受
診

は
12
月
ま
で
で
す
。期
間
内
の
受
診
を
お
願
い
し

ま
す
。
受
診
希
望
で
受
診
券
が
な
い
人
は
、お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
受
診
期
間　
月
～
土
曜
日

　
　
　
　
　
　
（
水・土
曜
日
は
午
前
の
み
）

▼
受
診
期
限　
12
月
27
日
㈯
ま
で

▼
医
療
機
関　
田
山
産
科
婦
人
科
医
院

▼
対
象
者　
18
歳
以
上（
学
生
を
除
く
）女
性

▼
個
人
負
担
額　
2
，1
0
0
円

　
※
次
の
方
は
無
料
で
受
診
で
き
ま
す
。

　
①�

平
成
16
年
4
月
2
日
～
平
成
17
年
4
月
1
日

生
ま
れ
の
人

　
②
生
活
保
護
受
給
者

問
健
康
づ
く
り
課 

健
康
推
進
係

　
☎（
27
）3
3
2
4

子
宮
頸
が
ん
施
設
検
診
の

受
診
は
お
早
め
に

　
大
腸
が
ん
の
早
期
発
見
を
目
的
に
、郵
送
に
よ

る
大
腸
が
ん
検
診（
便
潜
血
検
査
）を
実
施
し
て
い

ま
す
。令
和
７
年
度
未
受
診
の
人
は
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

▼
申
込
方
法　
電
話
か
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

▼
申
込
締
切　
12
月
15
日
㈪

▼
受
診
方
法

　
①�

２
日
分
の
採
便（
申
込
後
検
便
キ
ッ
ト
を
送

付
し
ま
す
）

　
②
返
信
用
封
筒
で
採
便
容
器
を
郵
送

　
③�

料
金
5
0
0
円
を
郵
便
局
か
コ
ン
ビ
ニ
で
振

り
込
み

問
健
康
づ
く
り
課 

健
康
推
進
係

　
☎（
27
）3
3
2
4

 　
市
で
は
、く
み
取
り
便
所
や
、し
尿
だ
け
を
処

理
す
る
古
い
タ
イ
プ
の
浄
化
槽
を
、生
活
排
水
も

ま
と
め
て
き
れ
い
に
す
る
浄
化
槽
へ
交
換
す
る
取

り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。転
換
に
は
助
成
制
度

も
あ
り
、環
境
を
守
り
、衛
生
的
な
暮
ら
し
に
つ

な
が
り
ま
す
。こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
検
討
く
だ
さ

い
。

問
環
境
交
通
課 

環
境
交
通
係

　
☎（
27
）3
3
1
6

大
腸
が
ん
検
診
を
実
施
し
て
い
ま
す

浄
化
槽
へ
の
転
換
を
す
す
め
て
い
ま
す

　
焚
き
火
を
囲
み
な
が
ら
、幻
想
的
な
イ
ル
ミ
ネ
ー

シ
ョ
ン
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。ワ
イ
ン
飲

み
放
題
を
ご
用
意
し
て
い
ま
す
が
、ワ
イ
ン
を
飲

ま
な
い
人
や
お
子
様
、ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま

す
。
ぜ
ひ
、家
族
や
友
人
と
一
緒
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

▼
日
時　
12
月
12
日
㈮  

午
後
６
時
～
８
時

▼
場
所　
宇
土
市
民
会
館
前
広
場

▼
ワ
イ
ン
飲
み
放
題
を
希
望
す
る
人

　
前
売
り
券
1
，5
0
0
円

　
当
日
券
2
，0
0
0
円

※�

前
売
り
券
は
、11
月
27
日
㈭
か
ら
宇
土
市
商
工

会
で
販
売
し
ま
す
。

▼
販
売
チ
ケ
ッ
ト
枚
数　
限
定
1
0
0
枚

問
宇
土
市
商
工
会

　
☎（
22
）５
５
５
５

▼
日
時　
12
月
21
日
㈰ 

午
前
8
時
～
11
時

▼
場
所　
市
役
所
東
側
駐
車
場
、網
津
支
所
、

　
　
　
　
網
田
支
所

▼�

資
源
ご
み　

�

新
聞
紙
、雑
誌・
紙
箱
類
、段
ボ
ー

ル
、布
類
、ア
ル
ミ
缶
、ス
チ
ー
ル

缶
、金
属
類
、透
明
び
ん
、茶
色
び

ん
、そ
の
他
の
色
び
ん
、ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル

※
資
源
ご
み
以
外
は
回
収
し
ま
せ
ん
。

※�

事
故
防
止
の
た
め
、車
は
駐
車
ス
ペ
ー
ス
に
停

お
知
ら
せ

ク
リ
ス
マ
ス
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す

資
源
ご
み
の
特
別
収
集
を
実
施
し
ま
す

年 末 年 始 の お 知 ら せ

市役所業務
　年末年始は、各種証明書の発行などで市役所窓口が大変混み合い
ます。手続きは早めにお済ませください。年末年始の休み中の要件(出
生・死亡・婚姻届など)は市役所東側入り口の警備室にお届けください。
コンビニ交付
　次の期間、コンビニ交付（各種証明書の取得）は利用できません。

▼期間　12月29日㈪～1月3日㈯
　※戸籍謄抄本・戸籍の附票の証明書は、12月27日㈯～1月4日㈰

施設(交通)の運営状況

年末年始ごみ収集カレンダー

施設名 問い合わせ
年　末 年　始

25日
（木）

26日
（金）

27日
（土）

28日
（日）

29日
（月）

30日
（火）

31日
（水）

1日
（木）

2日
（金）

3日
（土）

4日
（日）

5日
（月）

6日
（火）

7日
（水）

市
関
連
施
設

市役所(支所含む) ☎(22)1111 〇 〇 × × × × × × × × × ○ ○ ○
児童センター ☎(23)3303 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × × 〇 〇
あじさいの湯 ☎(24)3456 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇

老人福祉センター ☎(22)1008 〇 〇 × × × × × × × × × 〇 〇 〇
西部老人福祉センター ☎(27)1688 〇 〇 × × × × × × × × × 〇 〇 〇

網田レトロ館 ☎(27)0166 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × 〇 〇 〇 〇
宇土マリーナおこしき館 ☎(27)1788 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇店頭のみ 9時～17時

宇土マリーナ ☎(58)4500 〇 〇 〇 〇 × × × × × × 〇 〇 〇 〇
市民会館 ☎(22)0188 〇 〇 〇 × × × × × × × × 〇 × 〇
図書館 ☎(22)4512 × × 〇 × × × × × × × × 〇 〇 〇

市民体育館 ☎(23)3472 〇 〇 〇 〇 × × × × × × 〇 〇 〇 〇

交
通

コミュニティバス 行長しゃん号 ☎(22)1111 〇 〇 〇 × 〇 × × × × × × 〇 〇 〇
ミニバス のんなっせ ☎(22)1111 〇 〇 × × 〇 × × × × × × 〇 × 〇

乗合タクシーのりのり号 ☎(22)1111 〇 〇 × × 〇 × × × × × × 〇 〇 〇

ごみの収集日程
年末 年始

25日
（木）

26日
（金）

27日
（土）

28日
（日）

29日
（月）

30日
（火）

31日
（水）

1日
（木）

2日
（金）

3日
（土）

4日
（日）

5日
（月）

6日
（火）

7日
（水）

ご
み
収
集

収集日の午前6時30分～8時30分の間に出してください。×の日の回収はありません

燃えるごみ
月・木の地区 〇 × × × 〇 × × × × × × 〇 × ×
火・金の地区 × 〇 × × × 〇 × × × × × × 〇 ×

埋立ごみ・小型家電類 収集日となっている地区のみ 〇 〇 × × × × × × × × × 〇 〇 ×
プラごみ すべての地区 × × × × × × 〇 × × × × × × 〇
資源ごみ すべての地区 × × × × × × × × × × × × × 〇

清
掃
関
連
施
設

ごみ自己搬入受け入れ ※10㎏あたり200円の手数料が必要
宇城クリーンセンター 

(☎(32)6010）への自己搬入受入 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × 〇 〇 〇

CSネットワーク 
(☎(22)6090）への自己搬入受入 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇

し尿汲取り・浄化槽清掃 
※年末は、12月17日㈬までに電話申込みが必要です。 〇 〇 × × × × × × × × × 〇 〇 〇

常設資源ごみ回収所（市役所東側駐車場） 〇 〇 
～16：30 × × × × × × × × × 〇 

9：00～ 〇 〇

市役所庁舎

市役所駐車場 書庫

郵
便
局

市
役
所
駐
車
場

車
庫

警
備
室

福祉
センター

中央
公民館

「
常
設
資
源
ご
み
回
収
所
」は

年
末
年
始
の
受
け
入
れ
を
中
止
し
ま
す

15 142025.12 2025.12

広報うとへの広告については、販売代理店の株式会社ウィット（☎072（668）3275）へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。

記号の説明
問…問い合わせ先　 …申込先　☎…電話番号　F…FAX　M…メールアドレス　H…ホームページ

宇土市公式 LINE アカウント
https://lin.ee/E11Knv1

宇土市ホームページ
https://www.city.uto.lg.jp/

掲載内容が変更になる場合があります。
最新情報や詳細は市ホームページをご確認ください。
宇土市の市外局番「0964」　宇土市役所☎（22）1111（代表） くらし情報



　
警
察
官
や
公
的
機
関
を
名
乗
っ
て
お
金
を
だ
ま

し
取
る「
電
話
で
お
金
詐
欺
」や
、S
N
S
で
恋
愛

感
情
を
利
用
し
て
金
銭
を
要
求
す
る「
ロ
マ
ン
ス
詐

欺
」が
増
え
て
い
ま
す
。「
自
分
は
大
丈
夫
」と
思
っ

て
い
る
人
ほ
ど
危
険
で
す
。
電
話
な
ど
で
お
金
の

話
が
出
た
ら
、ま
ず「
詐
欺
か
も
？
」と
疑
い
、す
ぐ

に
判
断
せ
ず
警
察
や
家
族
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

▼
被
害
防
止
の
ポ
イ
ン
ト

•�

詐
欺
の
被
害
者
の
多
く
は「
だ
ま
さ
れ
な
い
自

信
が
あ
っ
た
」人
で
す
。

•�「
期
限
が
迫
っ
て
い
る
」「
今
す
ぐ
」な
ど
、急
が

注
意「

電
話
で
お
金
」詐
欺・

「
ロ
マ
ン
ス
詐
欺
」に
注
意
！

せ
る
話
は
詐
欺
の
サ
イ
ン
。い
っ
た
ん
電
話
を

切
っ
て
落
ち
着
い
て
。

•�

少
し
で
も
不
安
を
感
じ
た
ら
、一
人
で
悩
ま
ず
、

家
族
や
友
人
、警
察
、行
政
機
関
に
相
談
を
。

問
環
境
交
通
課 

環
境
交
通
係

　
☎（
27
）3
3
1
6

　
給
油
ミ
ス
や
タ
ン
ク
の
劣
化
な
ど
が
原
因
で
、

油
が
川
に
流
れ
る
事
故
が
起
き
て
い
ま
す
。
油
タ

ン
ク
は
こ
ま
め
に
点
検
し
、不
要
な
油
は
業
者
に

処
理
を
依
頼
し
ま
し
ょ
う
。万
一
流
出
し
た
と
き
は
、

市
役
所
や
消
防
署
へ
す
ぐ
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
処
理
費
用
は
原
因
者
負
担
で
す
。

問
環
境
交
通
課 

環
境
交
通
係　
☎（
27
）3
3
1
6

油
の
流
出
事
故
に
注
意
！

　
令
和
８
年
１
月
か
ら
２
月
は
、寒
さ
が
厳
し
い

う
え
に
品
物
の
確
保
が
難
し
い
こ
と
か
ら
お
休
み

し
、次
回
は
令
和
８
年
３
月
１
日
㈰
に
開
催
し
ま

す
。

※
12
月
28
日
㈰
の
開
催
が
最
後
と
な
り
ま
す
。

問
商
工
観
光
課 

観
光
物
産
係　

　
☎（
27
）３
３
２
９

　

熊
本
連
携
中
枢
都
市
圏
で
は
、「
熊
本
連
携
中

枢
都
市
圏
地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画
」（
案
）に

つ
い
て
、市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
意
見・
提
案
を
募

集
し
ま
す
。意
見
な
ど
の
提
出
方
法
や
取
り
扱
い

な
ど
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼�

計
画
の
閲
覧
場
所
な
ど　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

環
境
交
通
課
窓
口
、情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

▼�

募
集
期
間　

�

12
月
22
日
㈪
～
令
和
８
年
１
月
21

日
㈬

▼�

注
意
事
項　

�

電
話
や
口
頭
で
の
意
見
な
ど
の
提

出
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
環
境
交
通
課 

環
境
交
通
係

　
☎（
27
）３
３
１
６

　
市
役
所
の
仕
事
に
興
味
の
あ
る
人
や
、そ
の
保

護
者
を
対
象
に
就
職
説
明
会
を
行
い
ま
す
。仕
事

う
と
日
曜
朝
市
一
時
休
止
の
お
知
ら
せ

第
2
次
熊
本
連
携
中
枢
都
市
圏
地
球
温
暖
化

対
策
実
行
計
画
へ
の
意
見
を
募
集
し
ま
す

し
ご
と

宇
土
市
役
所

就
職
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　
新
規
に
口
座
振
替
を
お
申
し
込
み
い
た
だ
い
た

人
に
燃
え
る
ご
み
袋（
中
）を
50
枚
プ
レ
ゼ
ン
ト
し

ま
す
。

▼
対
象
種
目　

�

市
県
民
税
、
固
定
資
産
税
、
軽
自

動
車
税
、国
民
健
康
保
険
税

▼
期
限　
令
和
８
年
3
月
31
日
㈫

問
税
務
課 

収
納
係

　
☎（
27
）3
3
1
5

　
令
和
7
年
11
月
排
ガ
ス
規
制
を
受
け
、令
和
７

年
４
月
か
ら
、こ
れ
ま
で
の
排
気
量
50
c
c
以
下

の
原
動
機
付
自
転
車（
原
付
）に
加
え
て
、新
た
に

「
新
基
準
原
動
機
付
自
転
車（
新
基
準
原
付
）」が

第
一
種
原
付
と
し
て
登
録
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

▼
新
基
準
原
付
と
は

　
•
排
気
量
1
2
5
c
c
以
下

　
•�

最
高
出
力
4・0
k
W
以
下
に
制
御
さ
れ
た

も
の

　
•�

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
は
従
来
の
原
付
と
同

じ
白
色
プ
レ
ー
ト

　
•�

税
率（
軽
自
動
車
税・年
額：2
，0
0
0
円
）

※�

こ
れ
ま
で
の
50
c
c
以
下
の
原
付
も
、こ
れ
ま

で
ど
お
り
登
録・
使
用
で
き
ま
す
。
す
で
に
登

録
し
て
い
る
車
両
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
変

更
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
税
務
課 

市
民
税
係　
☎（
27
）3
3
1
3

新
し
い
基
準
の
原
付
が
登
場

　

最
近
、常
設
資
源
ご
み
回
収
所
で
、分
別
ル
ー

ル
に
沿
わ
な
い
出
し
方
が
多
く
見
ら
れ
て
い
ま
す
。

正
し
く
利
用
し
な
い
と
、リ
サ
イ
ク
ル
が
で
き
ず

回
収
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。み

ん
な
で
ル
ー
ル
を
守
り
、き
れ
い
な
回
収
所
を
保

ち
ま
し
ょ
う
。

▼
主
な
ル
ー
ル

•�

出
せ
な
い
も
の：
び
ん
の
ふ
た
、プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
品
、ガ
ラ
ス・陶
器
類
、洗
剤
な
ど
の
容
器

•�

び
ん
と
缶
は
袋
か
ら
出
し
て
、種
類
ご
と
に
分

け
て
出
し
ま
し
ょ
う（
ア
ル
ミ
缶
と
ス
チ
ー
ル

缶
／
透
明
び
ん・茶
色
び
ん・そ
の
他
色
び
ん
）

•�

中
身
が
入
っ
た
ま
ま
の
び
ん
は
出
せ
ま
せ
ん

•�

化
粧
品
の
び
ん
は「
埋
立
ご
み
の
日
」に
、び
ん

の
金
属
ふ
た
は「
資
源
ご
み
の
日
」に
出
し
て

く
だ
さ
い

•�

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
、ふ
た
と
ラ
ベ
ル
を
は
が
し

て
出
し
ま
し
ょ
う

問
環
境
交
通
課 

環
境
交
通
係

　
☎（
27
）3
3
1
6

　
農
道
や
山
林
、水
路
な
ど
へ
の
ご
み
の
投
棄
は
、

不
法
行
為
で
す
。
土
や
水
を
汚
し
、環
境
を
壊
す

原
因
に
な
り
ま
す
。
ご
み
は
必
ず
、決
め
ら
れ
た

日
時
と
場
所
に
正
し
く
出
し
ま
し
ょ
う
。

問
環
境
交
通
課 

環
境
交
通
係

　
☎（
27
）3
3
1
6

お
願
い

常
設
資
源
ご
み
回
収
所
の

正
し
い
使
い
方

ご
み
の
不
法
投
棄
は

絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う

　
令
和
8・
9・
10
年
度
分
の
指
名
願（
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
）受
付
を
電
子
申
請
で
行
い
ま
す
。

入
札
参
加
を
希
望
す
る
事
業
者
は
、必
ず
申
請
期

間
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
間　
令
和
８
年
１
月
５
日
㈪

　
　
　
　
　
　
～
２
月
27
日
㈮

問
財
政
課 

契
約
管
財
係　
☎（
27
）3
3
0
9

　
令
和
8・9・10
年
度
分
の
建
設
工
事
や
測
量
建

設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト・物
品・委
託
業
務
な
ど
の
一

般（
指
名
）競
争
入
札
へ
の
参
加
資
格
審
査
申
請
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▼
申
請
期
限　
令
和
8
年
1
月
31
日
㈯
ま
で

問
上
天
草・宇
城
水
道
企
業
団

　
☎（
22
）6
7
3
3

　
土
地・家
屋
以
外
の
事
業
用
資
産（
機
械・器
具・

備
品
な
ど
）を
所
有
し
て
い
る
人
は
、固
定
資
産

税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。1
月
1
日
現
在
で
資
産

を
お
持
ち
の
人（
法
人・
個
人
）は
、市
へ
申
告
が

必
要
で
す
。
申
告
書
は
税
務
課
で
配
布
し
ま
す
。

eLTAX

（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）に
よ
る
電
子
申
告
も

で
き
ま
す
。

※�

未
申
告
の
場
合
は
、
最
大
5
年
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

問
税
務
課 

固
定
資
産
税
係

　
☎（
27
）3
3
1
4

事
業
者
の
皆
さ
ま
へ

指
名
願
の
申
請
は
、期
間
内
に
お
願
い
し
ま
す

上
天
草・宇
城
水
道
企
業
団　

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
受
付

償
却
資
産
の
申
告
は
１
月
31
日
ま
で

山火事に注意！
― 秋から冬は特に危険です ―
　空気が乾燥し、枯れ草や落ち葉が燃えやすいこの時期
は、山火事が多く発生します。原因のほとんどは、たき火
やたばこの投げ捨てなど、人の不注意です。

▼山火事を防ぐために
  ◦�強風・乾燥時は、たき火や火入れをしない
  ◦�火を使うときは、水を準備し、その場を離れない
  ◦�使用後は、完全に消火を確認
  ◦�吸い殻の投げ捨て・火遊びは厳禁！
  ◦�火入れを行うときは、市町村長の許可を取得

▼山火事の主な原因（全国平均・令和元年〜５年）
　1位：たき火（約33％）
　2位：火入れ（約19％）
　3位：放火・放火の疑い（約8％）
　4位：たばこ（約5％）

　出火原因の約3分の2が、日常の火の取り扱いによるも
のです。小さな火でも油断せず、森林をみんなで守りま
しょう。
問農林政策課 農林振興係
　☎（27）3325

口
座
振
替
推
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
実
施
中

お
知
ら
せ

内
容
や
福
利
厚
生
の
説
明
の
ほ
か
、若
手
職
員
と

の
座
談
会
を
通
し
て
、仕
事
の
魅
力
や
疑
問
に
お

答
え
し
ま
す
。保
健
師・土
木
技
師・建
築
士
な
ど

の
専
門
職
希
望
者
、職
務
経
験
者
の
人
も
歓
迎
し

ま
す
。

▼
日
時　
令
和
８
年
1
月
7
日
㈬

　
　
　
　
午
後
2
時
～
4
時

▼
場
所　
宇
土
市
役
所 

1
階 

会
議
室
1

▼
定
員　
30
人

▼
申
込
期
間　
12
月
1
日
㈪
～
19
日
㈮

問
総
務
課 

人
事
係

　
☎（
27
）3
3
0
2

　
令
和
８
年
１
月
１
日
か
ら
、熊
本
県
の
最
低
賃

金
が
改
正
さ
れ
ま
す
。

▼
時
間
額　
1
，0
3
4
円

　

�

こ
の
最
低
賃
金
は
、雇
用
形
態
や
呼
称
に
関
わ

ら
ず
、県
内
す
べ
て
の
事
業
所
と
労
働
者
に
適

用
さ
れ
ま
す
。時
間
給
で
働
く
人
だ
け
で
な
く
、

月
給
制
や
日
給
制
の
人
に
も
影
響
し
ま
す
。月

給
の
場
合
も
、労
働
時
間
か
ら
換
算
し
て
最
低

賃
金
を
下
回
ら
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
熊
本
労
働
局
労
働
基
準
部 

賃
金
室

　
☎
0
9
6（
3
5
5
）3
2
0
2

　
県
立
高
等
技
術
専
門
校
で
は
、多
様
な
職
業
訓

練
を
行
っ
て
い
ま
す
。
２
月
開
始
訓
練
科
の
募
集

締
切
は
12
月
26
日
㈮
で
す
。

問
熊
本
県
立
高
等
技
術
専
門
校

　
☎
0
9
6（
3
7
7
）8
3
0
0

使
用
者
も
、労
働
者
も　

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
！
最
低
賃
金

障
が
い
の
あ
る
人
対
象

職
業
訓
練
生
を
募
集
し
ま
す
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記号の説明
問…問い合わせ先　 …申込先　☎…電話番号　F…FAX　M…メールアドレス　H…ホームページ

宇土市公式 LINE アカウント
https://lin.ee/E11Knv1

宇土市ホームページ
https://www.city.uto.lg.jp/

掲載内容が変更になる場合があります。
最新情報や詳細は市ホームページをご確認ください。
宇土市の市外局番「0964」　宇土市役所☎（22）1111（代表） くらし情報

広報うとへの広告については、販売代理店の株式会社ウィット（☎072（668）3275）へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。



　

つ
ど
い
の
広
場
12
月
の
講
座
は
、「
わ
ら
べ
歌

と
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
」で
す
。
参
加
費
は
無
料

で
す
。お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　
12
月
25
日
㈭　
午
前
10
時
～
11
時
30
分

▼
場
所　
市
役
所
別
館
２
階
和
室

▼
講
師　

�

髙
野
和
佳
子
さ
ん（
N
P
O
法
人
子
育

て
ワ
ー
カ
ー
ズ
ぺ
ぺ
ぺ
ぺ
ら
ん
代
表
）

▼
対
象　
０
～
３
歳
児
と
保
護
者

▼
定
員　
10
組
程
度

▼
申
込
方
法　
電
話
か
母
子
手
帳
ア
プ
リ

問
つ
ど
い
の
広
場

　
☎（
22
）2
4
0
8

　
手
遊
び・
運
動
遊
び・
リ
ズ
ム
あ
そ
び・
お
し
ゃ

べ
り
タ
イ
ム
な
ど
。申
込
不
要
、自
由
参
加
で
す
。

▼
日
時　

�

12
月
5
日
㈮
、12
日
㈮
、19
日
㈮
、

　
　
　
　
26
日
㈮

　
　
　
　
午
前
11
時
～
11
時
30
分

　
※
12
日
㈮
は
幼
児
対
象
の
英
語
教
室
あ
り

▼
場
所　
児
童
セ
ン
タ
ー
３
階 

プ
レ
イ
ル
ー
ム

問
児
童
セ
ン
タ
ー

　
☎（
23
）3
3
0
3

子
育
て

子
育
て
講
座
参
加
者
募
集

親
子
ふ
れ
あ
い
広
場
を
開
催
し
ま
す

　
子
育
て
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
と
一
緒
に
、お
茶
を

飲
み
な
が
ら
子
育
て
の
悩
み
や
日
々
の
で
き
ご
と

を
気
軽
に
話
し
ま
せ
ん
か
？ 

初
め
て
の
人
や
お

友
だ
ち
同
士
も
大
歓
迎
で
す
。

▼
日
時　
12
月
12
日
㈮　
午
前
10
時
～
11
時
30
分

▼
場
所　
市
役
所
別
館
２
階
和
室

▼
対
象　
市
在
住
の
未
就
学
児
と
保
護
者

▼
参
加
費　
無
料

▼
申
込
方
法　
電
話
か
イ
ン
ス
タ
Ｄ
Ｍ

問
申
子
育
て
支
援
課 

保
育
支
援
係

　
☎（
27
）3
3
2
3

 　
令
和
８
年
４
月
か
ら
の
入
所
申
込
は
12
月
26
日

㈮
ま
で
で
す
。

問
子
育
て
支
援
課 
保
育
支
援
係

　
☎（
27
）3
3
2
3

 　
令
和
８
年
４
月
か
ら
の
入
会
申
込
は
、12
月
26

日
㈮
ま
で
で
す
。現
在
利
用
し
て
い
る
人
も
再
度

申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

問
子
育
て
支
援
課 

保
育
支
援
係

☎（
27
）3
3
2
3

保
育
所
等
入
所
申
込

締
切
間
近
！

う
と
ん
子
育
て
の
輪

∞

お
は
な
し
会

児
童（
学
童
）ク
ラ
ブ
入
会
申
込

締
切
間
近
！

相　談　種　目 日　　時 場　　所 問い合わせ・申し込み先 ほか

市
民
生
活

消費生活相談
月曜、火曜、水曜、金曜
午前10時～午後4時
※12月3日㈬は、午前10時～正午

市消費生活センター
（市役所別館1階）

電話相談か来庁かメールによる相談
問市消費生活センター 
☎（23）3251

暮らしの行政相談 12月10日㈬
午前9時～正午 市役所2階 会議室8

当日会場で申し込み
問総務課 行政係 ☎（27）3303
定員3人程度

行政書士相談
(要予約)

12月12日㈮、1月9日㈮
午前11時～午後4時

市役所1階 ロビー
(うと小路)

電話かホームページから申し込み
問総務課 行政係 ☎（27）3303
定員5人

人権相談 12月4日㈭
午後1時～4時 市役所2階 会議室8 当日会場で申し込み 定員3人程度

問総務課 行政係 ☎(27)3303
年金相談

（要予約）
12月4日㈭、1月15日㈭
午前9時30分～午後3時 福祉センター 問熊本東年金事務所 お客様相談室

☎096（367）2503

自立相談 月曜～金曜
午前9時～午後4時

うと自立相談センター
（宇土市社会福祉協議会内）

問うと自立相談センター 
☎（23）3756

司法書士相談
（要予約）

12月25日㈭
午後1時～4時 市役所2階 会議室8

電話で申し込み
問商工観光課 商工振興係 
☎（27）3328

社
会
福
祉
協
議
会

宇土
ふれあい
福祉
相談所

成年
後見相談

毎月第1金曜
午後1時～4時

宇土市社会福祉協議会

【申込不要】
問宇土市社会福祉協議会 
☎（23）3756

法律相談
（要予約）

毎月第3金曜
午後1時～4時

【申込必要】8人まで※初回の人優先
法律相談の予約受付は毎月1日から
問宇土市社会福祉協議会 
☎（23）3756

不動産相談
（要予約） お問い合わせください

福
祉

ふくしの相談窓口 月曜～金曜
午前8時30分～午後5時15分 福祉課 ふくしの相談窓口 問福祉課 ふくしの相談窓口

☎（22）1111 （内線433）
こもりびと

（ひきこもり）相談会
12月3日㈬
午後2時～4時 福祉センター 1階 相談室 問福祉課 ふくしの相談窓口

☎（22）1111 （内線433）

家
庭
・
子
ど
も

こころの健康相談
（要予約）

12月11日㈭
午後2時～4時 宇城保健所 相談室 問宇城保健所 

☎（32）1207

家庭児童相談・
女性相談

月曜～金曜
午前8時30分～午後5時15分 こども家庭センター

問こども家庭センター 
☎（27）3322 ※ご相談の際には、
事前にお電話ください。

ヤングテレフォン 月曜、水曜
午後1時～5時 電話かメールによる相談 問ヤングテレフォン ☎（23）1139

myoung01@city.uto.lg.jp

健康相談 12月5日㈮、19日㈮
午前9時～11時 保健センター

問健康づくり課 
母子保健係 
☎（27）4428　
電話か右記QRコード
から申し込み

高
齢
者

高齢者のための
相談窓口（要予約）

月曜～金曜
午前8時30分～午後5時15分

問地域包括支援センター  ☎（24）1555 轟・花園・全地区
ブランチ本町（うと地域総合ケアセンター内） ☎（23）5266 
宇土・走潟担当
ブランチ西部（介護老人保健施設景雅苑内） ☎（27）1010 
網田・網津・緑川担当

就
労

ハローワーク宇城
地域職業相談室

月曜～金曜
午前9時30分～午後5時

市役所 別館2階
※�正午～午後1時は閉庁とな

る場合があります。

問地域職業相談室 
☎（26）1003

ジョブカフェ・
宇城ブランチ

（無料就労相談窓口）

月曜～金曜
午前10時～午後5時

宇城地域振興局 1階
（松橋町久具400-1）

問ジョブカフェ・宇城ブランチ 
☎（32）1529

　20世紀前半の二度にわたる世界大戦の悲惨な体験とその反省にたって、1948年の国連総会において、「世界人権
宣言」が採択されました。さらに、その2年後の国連総会では、12月10日を「人権デー」と定めました。
　日本では、1949年に12月4日から10日までの一週間を「人権週間」と定めました。

自分には関係ない・・・？

　「人権」というと、「難しい、堅苦しい」、「自分には関
係ない」といった、普段の生活からかけ離れたことと
受け止めてしまっていませんか？
　しかし、人権問題は、家庭、学校、地域、職場などあ
らゆるところに存在しています。

日常生活を振り返ってみると・・・

　「男(女)のくせに・・」「高齢者だから・・」「外国人だ
から・・」このような、ひとくくりにしたものの見方を
していませんか。こういった思い込みは、誤解や偏見
を生みだしたり、気づかないうちに人の心を傷つけた
りすることがあります。

自分らしく、あなたらしく生きるために
互いを認め合おう

　「人権」とは、人が生まれながらに持っている「自分
らしく生きる」権利のことです。人権週間をきっかけに、
一人ひとりが持つ多様な個性を認め、自分や相手の良
いところをみつけ、それぞれが
大切な存在であることに思いを
はせる一週間にしませんか。

12月4日～12月10日は「人権週間」です

　市では、12月1日㈪～24日㈬の間、図書館に「人権図書コー
ナー」を設置しています。図書館へお越しの際は、ぜひお立ち
寄りください。

問生涯活動推進課 生涯学習係 ☎(22)6510
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記号の説明
問…問い合わせ先　 …申込先　☎…電話番号　F…FAX　M…メールアドレス　H…ホームページ くらし情報

相談する前には、各問い合わせ先への確認をお願いします。全ての相談日は年末年始・祝日を除きます。

宇土市の市外局番「0964」　宇土市役所☎（22）1111（代表）くらしの無料相談窓口

シリーズ私たちと人権 108


